
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成２３年度本

予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

平成２３年２月１０日

分任支出負担行為担当官

関東地方整備局富士川砂防事務所長 吉川 知弘

１ 調達内容

(1) 業務件名

Ｈ２３富士川砂防車両管理業務委託（電子入札対象案件）

(2) 調達案件の仕様等

入札説明書による

(3) 履行期間

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

(4) 履行場所

富士川砂防事務所管内及び指定する場所

（仕様書第７条（３）のとおり）

(5) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（単価の合計）に

当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）を

もって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

単価の合計とは、Ｈ２３富士川砂防車両管理業務委託仕様書の別表



の各構成比率にもとづく種別の単価を合計し算出する。

原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度と

する。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則と

して予算決算及び会計令第９９条の２の規定に基づく随意契約には、

移行しない。

(6) 電子入札システムの利用

本案件は、競争参加資格確認のための証明書等（以下「証明等」）

の提出、入札を電子入札システムで行う対象案件である。なお、電子

入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するもの

とする。

２ 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であるこ

と。

(2) 平成２２・２３・２４年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資

格）「役務の提供等」のＡからＤ等級のいずれかに格付けされた関東・

甲信越地域の競争参加資格を有するものであること。有資格者が「会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の決定を受

けた者」又は「民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生

手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類を提出

していること。

ア 更正手続開始決定書又は再生手続開始決定書（写しでも可）

イ 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証

明する書類（写しでも可）

ウ 上記イに伴う競争参加資格審査申請書変更届

(3) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者でないこ

と又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でな

いこと。（(2）の書類を提出している者を除く）

(4) 証明書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局



長から指名停止を受けていないこと。

(5) 関東地方整備局管内に本店又は支店・営業所のあること。

(6) 電子入札システムによる場合は、電子認証（ＩＣカード）を取得して

いること。

(7) 本業務に事業協同組合として申請書及び資料を提出した場合、その構

成員は、単体として、申請書及び資料を提出することはでいない。

(8) 下記①～③のいずれかの資格を有する車両管理責任者を配置できるこ

とを証明したもの。

①道路交通法第７４条の３に定める安全運転管理者の選任を受け運転

管理の１年以上の実務経験を有する者。

②３年以上の運転管理の実務経験を有する者。

③道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく、１年以上の運行管

理者の実務経験を有する者。

(9) 車両管理責任者代理（以下「代理」という）を１名以上定めること。

なお、代理は(8)①～③と同等の資格を有することを証明した者である

こと。

また、(10)で定める車両管理員を複数者配置する予定の業務の場合、

車両管理員と兼務することも可能とするが、その場合は、その中の１名

のみ兼務を認めるものとする。ただし、車両管理員と兼務する場合、運

行中は代理としての業務は行えないものとする。

(10) 車両管理員は、下記①～⑤の資格を満たすこと。

①平成１８年４月１日以降に自動車の運転を業務としていたa)又はb)

の実務経験を有すること。

a)人員輸送の業務経験を１年以上有する者。

（平成２３年３月３１日現在で１年を経過する者を含む）

b)a)以外の運転業務経験を３年以上有する者。

②普通自動車運転免許（ＡＴ限定は除く）を取得し、免許を受けてい

た期間が３年以上の者。

③年齢が６５歳未満の者。（平成２３年４月１日現在）



④車両の運転等に支障がない健康状態であることを証明できる者。な

お、証明とは医師による健康診断書等に基づく受注者の誓約書によ

る証明をいう。

⑤災害時には、６０分以内に事務所車両を３台以上、１２０分以内に

出張所毎に１台以上運行できる体制をとるものとする。なお、運行

できる体制とは、車両管理員が事務所車庫及び出張所車庫へ出勤す

るまでとし、時間は３０ｋｍを１時間で算出した値とする。

上記①～⑤の条件を確認するため、落札予定者は、運転免許証の複写

等を３月２５日までに提出し、確認を受けるものとする。

なお、常に運行できる体制をとるべき台数は、６台とする。

３ 入札書の提出場所等

(1) 電子入札システムのＵＲＬ、 入札書の提出場所、契約条項を示す場所

及び問い合わせ先

国土交通省電子入札システム

国土交通省電子入札システムhttp://www.e-bisc.go.jp/

〒４００-００２７

山梨県甲府市富士見２－１２－１６

関東地方整備局 富士川砂防事務所 総務課

電話055-252-7108 内線214

(2) 紙入札方式による入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合

わせ先

(1)の問い合わせ先に同じ

(3) 入札説明書の交付場所及び交付方法

①上記(1)の問い合わせ先で交付する。

②希望者には、郵送（着払い）による交付も行うので、上記（１）の問

い合わせ先に申し出ること。この場合において、送料は希望者の負担と

する。

(4) 電子入札システムによる入札書類データ（証明書等）の提出期限、及



び紙入札による証明書等の提出期限

平成２３年２月２１日 １３時００分

(5）電子入札システムによる入札書の提出期限、及び紙入札による入札書

の提出期限

平成２３年３月４日 １６時００分

(6) 開札の日時及び場所

平成２３年３月７日 １４時００分

関東地方整備局 富士川砂防事務所 入札室

(7) 契約締結日及び履行は平成２３年４月１日からとする。ただし、４月

１日までに平成２３年度予算（暫定予算を含む。）が成立しなかった場

合は、契約締結日は４月２日以降、予算が成立した日とする。

(8) 暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の

契約とするが、予算措置が全額計上されていないときは全体の契約期間

に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。

(9) 本業務の予定価格の作成にあたっては、平成２２年度労務単価を用い

た積算価格を適用する予定である。なお、平成２３年度労務単価が改訂

されても変更は行わないものとする。ただし、開札日７日前時点までに

平成２３年度労務単価が策定され公表された場合は、平成２３年度労務

単価を適用する。

４ その他

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除。

(3) 入札者に要求される事項

(a) 電子入札システムにより参加を希望する者は、入札書類データ（証

明書等）を上記3（4）の提出期限までに、上記3 (1)に示すＵＲＬに

提出しなければならない。



(b) 紙入札方式により参加を希望する者は、必要な証明書等を上記3

（4）の提出期限までに、上記3(2)に示す場所に提出しなければなら

ない。

なお、(a),(b)いずれの場合も、開札日の前日までの間において必要な証

明書等の内容に関する契約担当官等からの照会があった場合には、説明し

なければならない。

(4) 入札の無効

競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反し

た入札は無効とする。

(5) 契約書の作成の要否

要。

(6) 落札者の決定方法

予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当

該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められると

き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格

の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもっ

て入札した者を落札者とする。

(7) 手続きにおける交渉の有無 無。

(8) 詳細は入札説明書による。


